
（別紙） 
体罰の実態把握に係る報告要項 

 
１．趣旨 

児童生徒に対する体罰の実態を把握し、体罰禁止の徹底を図るもの。 
 
２．実態把握及び報告の内容等 

体罰の実態等を把握し、体罰の発生件数等について報告すること。この際、必要に応
じて、教職員のみならず児童生徒や保護者への調査も併せて行う、個人情報の取扱いに
配慮しつつ外部の第三者に参画していただくなど、正確に実態を把握するための手法
を工夫すること。 
なお、児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方については、「体罰の禁止及び児童生徒

理解に基づく指導の徹底について」（平成 25 年３月 13 日付け 24 文科初第 1269 号初
等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知）によること。また、「体罰の実態把握に
かかる報告内容の確認について（依頼）」（平成 25年４月 25日付け事務連絡）も参照
すること。 

 
３．実態把握の対象範囲     
   国立大学附属幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校（幼稚部を含む。）、私立・株式会社立の幼稚園（幼稚園型認定こども園を
含む。）、小学校、中学校、高等学校（通信制を含む。）、中等教育学校、特別支援学
校（幼稚部を含む。） 
※公立の学校については、人事行政状況調査において調査。 

 
４．報告期日及び報告項目 

報告期日 報告項目 
令和４年１１月１４日（月） 
 
 
 
 

○体罰の状況等（様式１） 
令和３年４月１日から令和４年３月31日までに体
罰を理由として処分等が行われたもの 

※上記期間に体罰を理由とした処分等が行われなか
った場合は、様式１の格納は不要であるが、E-
mailにてその旨を必ず報告すること。 

      
５．調査手順 

附属学校を置く各国立大学法人、各都道府県私立学校主管課においては、所管の学校
について、特区制度により株式会社等が設置する学校を認定した市町村担当部課にお
いては、当該認定した学校について、実態を把握し、文部科学省に報告。 

 
６．結果の公表の方法 
   この調査の結果は、全国集計を取りまとめ、また、人事行政状況調査において行って

いる公立学校の調査結果も加えた上で公表する予定である。 
 
７．資料の取扱い 
   提出された資料に対し開示請求があった場合の取扱いについては、行政機関の保有

する情報の公開に関する法律（平成 11年法律第 42号）等に基づき処理する。 
 
８．提出先 

以下のリンクにアップロードするとともに、s-sidou@mext.go.jp 宛に、回答を提出
した旨報告すること。 
提出する際には、ファイル名は以下に必ず統一すること。 

・格納先：https://mext.box.com/s/xvov1003cadjpk0b6iemzlsm76pgm62k 
・ファイル名：【国立／私立／株立】【整理番号＋都道府県名】体罰調査回答様式（R4） 
（例）【私立】【201北海道】体罰調査回答様式（R4） 

 
なお、一度提出したファイルを差し替える際には、上記指定のファイル名の設定は変

えずにアップロードした上で、s-sidou@mext.go.jp 宛に、前回の提出日とファイルの
差替えを行った旨を報告すること。 
※メールによる連絡のないまま差し替えられたファイルについては、修正を反映しな
いので留意すること。 
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